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第
三
節
　
危
険
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よ
る
過
失
犯
の
正
当
化

　
第
四
節
　
危
険
の
引
受
け
事
例
へ
の
適
用

お

わ

り

に

　

は

じ

め

に

　
近
年
、
わ
が
国
で
活
発
に
議
論
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
危
険
の
引
受
け
（R

isikoübernahm
e

 
             
 
）
論  
 

が
あ
る
。
危
険
の
引
受
け
と
は
、

被
害
者
が
結
果
の
不
発
生
を
信
じ
て
、
あ
え
て
自
ら
を
危
険
に
さ
ら
し
た
と
こ
ろ
、
不
幸
に
も
侵
害
結
果
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
場
合
を

い
う
。
そ
の
際
、
危
険
な
領
域
に
立
ち
入
っ
た
被
害
者
の
態
度
が
、
行
為
者
の
犯
罪
性
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
問
題
と
な
る
。

　
わ
が
国
と
対
比
し
て
、
古
く
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
て
き
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
す
な

わ
ち
、
薬
物
摂
取
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
注
射
器
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
自
ら
ヘ
ロ
イ
ン
を
注
射
し
た
た
め
中

毒
死
し
た
事
例
（「
ヘ
ロ
イ
ン
注
射
器
事
件  
 

」）
や
、
飲
酒
運
転
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
自
動
車
に
同
乗
し
た
友
人
が
、
そ
の
後
の
衝
突

事
故
で
死
傷
し
た
事
例  
 

で
あ
る  
 

。
い
ず
れ
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
過
失
犯
の
成
否
が
問
わ
れ
て
い
る  
 

。
わ
が
国
で
は
、
い
わ
ゆ
る

「
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件  
 

」
に
お
い
て
、
危
険
の
引
受
け
が
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
た
た
め
、
過
失
犯
の
違
法
性
を
左
右
す
る
要
素
と

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
、
従
来
、
過
失
犯
の
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
過
失
の
体
系
的
位
置

づ
け
や
注
意
義
務
違
反
の
内
容
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
で
あ
り
、
過
失
行
為
の
属
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
た

め
の
議
論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
危
険
の
引
受
け
論
は
、
過
失
犯
の
成
立
範
囲
を
実
質
的
な
見
地
か
ら
限
界
づ
け
る
試

み
と
い
え
よ
う
。
過
失
犯
の
成
立
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
を
禁
止
す
る
判
断
基
準
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
許
容
す
る

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）
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論
理
も
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い  
 

。
以
下
、
か
よ
う
な
見
地
か
ら
危
険
の
引
受
け
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章
　
危
険
の
引
受
け
論
の
適
用
範
囲

　
一
　
過
失
犯
の
違
法
性
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
過
失
犯
と
故
意
犯
を
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
か
ら
区
別
し
、
そ
の
違
法

性
阻
却
事
由
を
認
め
て
き
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
が
参
考
と
な
ろ
う
。
か
つ
て
は
侵
害
結
果
の
同
意
が
な
い
危
険
の
引
受
け
に
よ
っ
て
、
過

失
犯
の
違
法
性
が
左
右
さ
れ
る
か
を
論
じ
て
き
た  
 

。
し
か
し
、
現
在
の
学
説
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
同
意
の
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
広
く
被
害
者
の
行
動
が
も
つ
役
割
を
論
じ
た
見
解
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
犯
罪
論
上
も
複
数
の
問
題
が
混
在
し
て
い
る  
 

。

　
た
と
え
ば
、
一
部
の
見
解
は
、
実
行
行
為
の
後
で
被
害
者
の
行
為
が
介
在
す
る
「
救
助
者
事
例  
 

」
を
議
論
の
素
材
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
実
行
行
為
後
の
介
在
事
情
は
、
そ
れ
が
事
前
に
認
識
可
能
な
限
度
で
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
犯
行
時
に
お
け
る
行
為

規
範
の
違
反
を
左
右
す
る
要
素
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
お
よ
そ
危
険
の
引
受
け
と
は
異
な
る
事
象
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
危
険
に
対
す
る
被
害
者
の
心
理
内
容
や
関
与
態
様
が
問
わ
れ
る
点
で
は
、
過
失
犯
だ
け
で
な
く
、
故
意
犯
に
お
い
て
も
危
険
の

引
受
け
が
問
題
と
な
り
う
る  
 

。
し
か
し
、
故
意
犯
と
過
失
犯
を
構
成
要
件
の
段
階
か
ら
区
別
す
る
立
場
で
は
、
各
行
為
で
問
題
と
な
る

違
法
性
が
異
な
る
以
上
、
違
法
性
阻
却
の
段
階
で
も
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
他
方
、
危
険
の
引
受
け
論
に
あ
っ
て
も
、

違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
と
、
こ
れ
を
阻
却
す
る
事
情
が
無
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
そ
こ
で
、
前
述
し
た
問
題
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
過
失
犯
の
違
法
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
無
価

値
論
で
は
、
違
法
性
の
本
質
を
法
益
侵
害
に
求
め
る
た
め
、
故
意
・
過
失
は
単
な
る
責
任
要
素
で
あ
り
、
責
任
評
価
に
先
行
し
て
過
失

犯
の
違
法
性
を
論
じ
る
余
地
は
な
か
っ
た  
 

。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
無
価
値
論
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
の
実
質
は
結
果
の
惹
起
に
尽
き
る

も
の
で
な
く
、
法
の
命
令
・
禁
止
に
対
す
る
違
反
も
包
含
し
て
い
る
。
過
失
犯
に
あ
っ
て
は
、
法
が
命
じ
た
注
意
を
怠
っ
た
客
観
的
態

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
　
）
１０

（
　
）
１１

（
　
）
１２
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度
も
違
法
要
素
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
う
し
た
違
法
要
素
は
、
個
々
の
注
意
義
務
違
反
の
内
容
を
類
型
化
す
る
こ
と
で
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
要
素
に
も
な
る
。

た
し
か
に
、
構
成
要
件
該
当
性
は
、
本
来
、
定
型
的
・
形
式
的
な
判
断
で
あ
る
も
の
の
、「
開
か
れ
た
構
成
要
件
」
と
さ
れ
る
過
失
犯
で

は
、
具
体
的
場
面
に
応
じ
た
注
意
義
務
違
反
の
内
容
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
個
々
の
刑
罰
法
規
に
応
じ
て
条
文
の

解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
判
断
基
準
と
し
て
は
、
社
会
生
活
上
必
要
な
注
意
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
動
準
則
に
よ
り
具
体
的
な
行
為
規
範
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
の
区
別
が
不
明
確

に
な
る
と
も
い
わ
れ
る  
 

。
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
よ
り
以
前
で
も
、
危
険
の
引
受
け
が
争
わ
れ
た
判
例
は
存
在
す
る
が
、
直
接
に
危

険
の
引
受
け
に
言
及
し
た
も
の
は
少
な
く
、
過
失
犯
の
個
別
的
要
件
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た  
 

。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
当
初

は
、
危
険
の
引
受
け
を
理
由
と
し
て
注
意
義
務
違
反
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
の
成
立
範
囲
を
明
確
化
す
る
構
成

要
件
の
機
能
か
ら
し
て
、
違
法
段
階
の
実
質
的
評
価
と
定
型
的
な
該
当
性
判
断
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者

の
関
与
態
様
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
犯
罪
論
体
系
上
も
、
構
成
要
件
論
だ
け
で
解
決
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
過
失
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
べ
く
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
範
囲
を
検
討
す
る
。

そ
の
際
、
危
険
の
引
受
け
に
は
、
被
害
者
側
に
と
っ
て
も
「
過
失
的
な
同
意
」
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る  
 

。
そ
こ
で
は
、
両
者
の
「
過

失
」
的
態
度
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い  
 

。
以
下
、
ド
イ
ツ
及
び
日
本
の
諸
見
解
を
概
観
し
た
の
ち
、
危
険

の
引
受
け
論
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
　
）
１３

（
　
）
１４

（
　
）
１５

（
　
）
１６
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第
二
章
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

第
一
節
　
過
失
犯
の
注
意
義
務
違
反
性
を
否
定
す
る
見
解

　
一
　
近
年
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状
況
を
因
果
関
係
や
客
観
的
帰
属
の
見
地
か
ら
検
討
し
た
論
稿
は
少
な
く
な
い  
 

。
し
か
し
、
本
稿
で

は
、
被
害
者
の
態
度
が
行
為
者
の
違
法
過
失
を
左
右
す
る
限
度
で
、
主
要
な
判
例
・
学
説
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
点
を
お
断
り
し
て

お
く
。

　
二
　
ま
ず
、
著
名
な
危
険
の
引
受
け
事
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
ー
メ
ル
河
事
件
」
が
み
ら
れ
る  
 

。
こ
の
事
件
は
、
渡
し
守
で
あ

る
行
為
者
が
、
嵐
に
よ
る
転
覆
の
危
険
を
乗
客
（
被
害
者
ら
）
に
知
ら
せ
て
、
渡
し
船
を
出
す
の
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被

害
者
ら
が
強
く
渡
河
を
要
求
し
た
た
め
、
最
終
的
に
こ
ぎ
出
し
た
と
こ
ろ
、
渡
し
船
が
転
覆
し
た
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
ら
が
溺
死
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、（
生
命
の
）
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
危
険
性
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
義
務

違
反
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
本
件
の
被
害
者
ら
が
通
常
の
判
断
力
を
備
え
た
成
人
で
あ
り
、
か
つ
、
行
為
者
と
同
程
度
に
渡

河
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
被
害
者
ら
の
後
見
人
で
な
い
渡
し
守
に
つ
い
て
義
務
違
反
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
る  
 

。
ま
た
、

そ
の
後
の
「
喧
嘩
闘
争
事
件  
 

」
で
は
、「
被
害
者
が
行
為
の
危
険
を
明
確
に
認
識
し
て
こ
れ
を
甘
受
し
、
し
か
も
、
行
為
者
が
一
般
的
な

注
意
義
務
を
遵
守
し
て
い
た
な
ら
ば
、
行
為
の
義
務
違
反
性
が
否
定
さ
れ
る
」
と
明
言
し
た
た
め
、
こ
う
し
た
見
解
が
そ
の
後
の
判
例

に
も
引
き
継
が
れ
た  
 

。
ま
た
、
学
説
上
も
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
り
注
意
義
務
違
反
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
三
　
学
説
上
、
注
意
義
務
違
反
に
着
目
し
た
代
表
的
な
論
者
は
ゲ
ッ
ペ
ル
ト
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
要
求
さ
れ
る
注
意
義

務
の
内
容
は
、
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、「
思
慮
分
別
の
あ
る
平
均
的
市
民
」
に
向
け
た
法
秩
序
の
期
待
と
い
う
観
点
に
も

（
　
）
１７

（
　
）
１８

（
　
）
１９

（
　
）
２０

（
　
）
２１
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左
右
さ
れ
る
。
被
害
者
が
危
険
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、
社
会
生
活
上
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
内
容
・
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
素

で
あ
り
、
被
害
者
ご
と
に
注
意
義
務
が
相
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
被
害
者
を
前
提
と
し
て
必
要
な
注
意
義
務
を
履
行
し

た
以
上
、
行
為
者
の
過
失
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る  
 

。
ま
た
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
、「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
一
態
様
と
し
て
、
被
害
者
が

危
険
な
行
為
に
同
意
し
て
い
た
場
合
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
注
意
義
務
違
反
が
欠
け
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
意
図
的

に
危
険
な
領
域
に
立
ち
入
る
被
害
者
は
、
そ
の
中
で
他
者
が
類
型
的
注
意
し
か
払
わ
な
い
こ
と
に
「
合
意
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る  
 

。

　
四
　
こ
れ
に
対
し
て
、「
許
さ
れ
た
危
険
」
を
超
え
る
危
険
な
行
為
を
開
始
し
た
以
上
、
一
般
的
な
注
意
義
務
に
違
反
し
て
お
り
、
行

為
者
の
過
失
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
み
ら
れ
る  
 

。
し
か
し
、
お
よ
そ
過
失
犯
は
開
か
れ
た
構
成
要
件
で
あ
る
た
め
、
注
意
義

務
の
内
容
は
具
体
的
事
案
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
事
情
を
捨
象
し
た
「
一
般
的
な
注
意
義
務
」

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い  
 

。
ま
さ
し
く
、
い
か
な
る
根
拠
で
注
意
義
務
が
相
対
化
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
被
害
者
自
身
が
危
険
に
対
処
で
き
る
場
合
、
行
為
者
に
は
、
そ
の
危
険
行
為
の
属
性

（N
atur

 
    
）
に
対
応
し
た
注
意
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
義
務
を
賦
課
す
る
こ
と
で
被
害
者
を
保
護
す
る
必
要
は

な
い
と
い
う  
 

。
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
が
類
型
的
な
被
害
者
保
護
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
以
上
、
被
害
者
の
選
択
に
よ
っ
て
生
じ
た
法

益
侵
害
の
危
険
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
当
該
被
害
者
を
保
護
す
る
措
置
ま
で
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
義
務
の
内
容
を

個
々
の
被
害
者
ご
と
に
設
定
で
き
る
と
し
て
も
、
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
具
体
的
要
件
は
、
行
為
者
側
の
事
情
に
基
づ
く
構
成
要
件

該
当
性
と
は
異
な
り
、
違
法
性
の
段
階
に
お
け
る
検
討
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
節
　
被
害
者
の
同
意
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
る
見
解

　
一
　
か
つ
て
、
ゲ
ッ
ペ
ル
ト
は
、
被
害
者
が
同
意
し
た
こ
と
を
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
の
中
で
論
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
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イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
で
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
を
処
罰
し
て
お
り
、
こ
れ
は
生
命
に
関
す
る
被
害
者
の
処
分
権
限
を
否
定
し
た
も
の
と

理
解
さ
れ
て
い
る  
 

。
そ
の
た
め
、
メ
ー
メ
ル
河
事
件
の
よ
う
に
過
失
致
死
が
問
題
と
な
る
と
き
、
被
害
者
の
同
意
論
で
は
死
の
結
果
を

正
当
化
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
故
意
犯
で
は
、
被
害
者
の
同
意
の
要
件
と
し
て
、
行
為
と
結
果
が
同
意

の
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
過
失
犯
で
は
、
単
に
危
険
な
行
為
に
同
意
す
れ
ば
よ
い
と
も
い
え
る  
 

。
こ
の
よ
う
な
見
解
と
し
て
、

Ｕ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
お
よ
び
デ
リ
ン
ク
の
主
張
が
み
ら
れ
る
。

　
二
　
ま
ず
、
Ｕ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
行
為
の
同
意
を
結
果
の
同
意
と
同
一
視
す
る
の
で
な
く  
 

、「
自
己
危
険
に
基
づ

く
行
為
（das

H
andeln

auf
eigene

G
efahr

     
                   
     
）」
と
い
う
民
法
上
の
法
理
を
論
拠
と
し
て
、
危
険
な
行
為
に
同
意
し
て
い
た
場
合
、
発

生
し
た
侵
害
結
果
を
一
定
の
条
件
下
で
正
当
化
で
き
る
場
合
を
認
め
る  
 

。
す
な
わ
ち
、
同
意
に
よ
る
正
当
化
を
制
限
す
る
法
律
上
の
規

定
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
と
旧
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条
ａ
（
現
二
二
八
条
）
の
二
つ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
有

効
な
同
意
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る  
 

。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
は
、
生
命
侵
害
に
対
す
る
同
意
を
限
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
過
失
致
死
に

は
適
用
さ
れ
ず
、
故
意
犯
の
場
合
に
の
み
妥
当
す
る  
 

。
生
命
危
殆
化
の
場
合
に
も
同
意
の
可
能
性
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
生
命
の
危
険

を
招
来
す
る
手
術
に
同
意
し
た
場
合
に
も
、
行
為
の
遂
行
自
体
が
許
さ
れ
ず
、
死
亡
結
果
が
生
じ
た
と
き
、
常
に
過
失
犯
が
成
立
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る  
 

。
他
方
、
旧
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
六
条
ａ
は
、
良
俗
違
反
の
場
合
に
同
意
の
有
効
性
を
制
限
し
て
き
た
が
、
同
条
は
、

過
失
犯
に
も
適
用
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
良
俗
違
反
は
行
為
（V

erhalten

 
        
）
の
評
価
で
あ
っ
て  
 

、
故
意
ま
た
は
過
失
の
い
ず
れ
か
を
問

わ
ず
、
行
為
の
危
険
が
結
果
に
転
化
し
た
こ
と
も
重
視
さ
れ
な
い
た
め
、
生
命
を
危
殆
化
す
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る  
 

。

　
か
よ
う
に
し
て
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
は
、
良
俗
違
反
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い  
 

。
た
だ
し
、「
自
己
危
険
に
基

づ
く
行
為
」
と
い
う
民
法
上
の
法
理
だ
け
で
、
刑
法
上
の
正
当
化
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
良
俗
違
反
が
具
体
的
に
認
め
ら

（
　
）
２７

（
　
）
２８

（
　
）
２９

（
　
）
３０

（
　
）
３１

（
　
）
３２

（
　
）
３３

（
　
）
３４

（
　
）
３５

（
　
）
３６

過失犯における危険の引受けの意義（一）

（阪大法学）６１（１ - 189）189〔２０１１．５〕



れ
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
法
律
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
麻
薬
法
違
反
の
事
例
で
は
、
同
法
に
処

罰
規
定
が
あ
る
こ
と
で
良
俗
違
反
と
判
断
す
る
。
し
か
し
、
道
路
交
通
法
違
反
の
事
例
で
は
、
同
法
の
処
罰
規
定
に
違
反
し
て
い
て
も
、

な
お
良
俗
的
な
も
の
に
な
る
場
合
を
認
め
る
た
め  
 

、
ど
の
刑
罰
法
規
が
良
俗
違
反
性
を
基
礎
づ
け
る
か
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

　
三
　
つ
ぎ
に
、
デ
リ
ン
ク
も
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て
危
険
の
引
受
け
論
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
、「
自
己
危

殆
化
へ
の
関
与
」
を
「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
と
区
別
し
て
、
被
害
者
が
直
接
に
侵
害
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
、
被
害
者
自
身

に
正
犯
性
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
自
損
行
為
を
処
罰
す
る
犯
罪
構
成
要
件
が
な
い
こ
と
か
ら
、
共
犯
の
従
属
性
に
従
っ
て
、
関
与
者
は

不
可
罰
と
な
る
以
上
、「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
に
の
み
被
害
者
の
同
意
論
が
妥
当
す
る
と
い
う  
 

。
そ
の
上
で
、
デ
リ
ン
ク
は
、

刑
法
が
侵
害
「
行
為
」
を
禁
止
し
て
法
益
を
保
護
す
る
点
で
、
被
害
者
に
は
、
犯
人
の
「
行
為
」
を
許
容
す
る
権
限
が
あ
る
と
し
た
。

被
害
者
が
同
意
に
よ
っ
て
行
為
の
遂
行
を
許
容
し
た
と
き
、
同
時
に
客
体
も
そ
の
保
護
を
失
う
と
い
う
の
で
あ
る  
 

。

　
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
の
規
定
は
、
被
害
者
に
よ
る
生
命
の
処
分
を
禁
止
し
て
お
り
、
将
来
に
わ
た
る
生
命
と
い
う
重

要
な
利
益
の
処
分
は
、
過
失
犯
で
も
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
己
決
定
権
に
基
づ
く
価
値
と
侵
害
行
為
に
よ
り
追

求
さ
れ
る
目
的
の
価
値
が
、
生
命
危
殆
化
に
伴
う
無
価
値
に
優
越
す
る
な
ら
ば
、
同
意
が
有
効
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
メ
ー
メ
ル
河
事

件
に
お
い
て
、
そ
の
渡
河
が
親
の
臨
終
に
立
ち
会
う
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
と
き
、
当
該
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る  
 

。

第
三
節
　
規
範
の
保
護
目
的
か
ら
構
成
要
件
を
限
定
す
る
見
解

　
一
　
ロ
ク
シ
ン
は
、
行
為
の
同
意
に
よ
り
行
為
無
価
値
し
か
阻
却
さ
れ
ず
、
結
果
無
価
値
を
阻
却
す
る
た
め
に
は
結
果
の
同
意
が
必

要
で
あ
る
と
い
う  
 

。
彼
の
客
観
的
帰
属
論
に
よ
れ
ば
、
危
険
の
引
受
け
は
結
果
帰
属
の
問
題
と
し
て
、
行
為
者
が
生
じ
さ
せ
た
危
険

（
危
険
創
出
）
が
具
体
的
な
結
果
に
結
び
つ
い
た
場
合
に
の
み
（
危
険
実
現
）、
当
該
結
果
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
例
外
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的
な
場
合
に
は
、
規
範
の
保
護
目
的
を
考
慮
し
て
、
結
果
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
場
合
を
認
め
る
の
で
あ
る  
 

。

　
た
と
え
ば
、
殺
人
（T

ötung

 
     
）
の
罪
は
、
一
定
の
行
為
を
除
外
し
て
お
り
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
に
は
、
過
失
致
死
の
構
成

要
件
該
当
性
が
欠
け
る
と
い
う  
 

。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
が
要
求
に
よ
る
殺
人
を
処
罰
す
る
と
は
い
え
、
故
意
に
よ
る
自

殺
の
教
唆
お
よ
び
幇
助
を
不
可
罰
と
し
た
以
上  
 

、
よ
り
責
任
の
な
い
過
失
の
自
殺
教
唆
や
幇
助
は
、
不
可
罰
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

（
第
一
の
テ
ー
ゼ
）。
し
か
も
、
自
殺
が
積
極
的
な
法
益
侵
害
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
己
危
殆
化
は
法
益
を
危
険
に
さ
ら
し
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
に
関
与
し
た
行
為
者
に
と
っ
て
法
益
侵
害
の
危
険
性
は
低
い
た
め
、
当
然
に
不
可
罰
に
な
る
と
い
う
（
第
二
の
テ
ー
ゼ
）。

　
他
方
、「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
は
、
原
則
と
し
て
可
罰
的
行
為
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
危
殆
化
で
は
、
被
害
者
が

自
ら
危
険
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
他
者
危
殆
化
で
は
、
他
者
の
行
為
を
制
御
な
い
し
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
他
者
の
行

為
に
依
存
す
る
結
果
回
避
措
置
に
は
、
被
害
者
の
意
図
が
十
分
に
反
映
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
各
要
件
が
充
た
さ
れ

た
場
合
、「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
を
「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
と
同
一
視
し
て
、
例
外
的
に
過
失
犯
の
成
立
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
、
行
為
者
と
同
程
度
ま
で
危
険
を
認
識
し
て
お
り
、
当
該
法
益
侵
害
が
被
害
者
の
受
容
し
た
危
険
の

現
実
化
で
あ
っ
て
、
他
の
危
険
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
く
、
被
害
者
に
行
為
者
と
同
程
度
の
答
責
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る  
 

。

　
二
　
こ
う
し
た
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
対
し
て
は
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
で
示
し
た
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
疑
問
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
テ
ー
ゼ
で
は
、
過
失
犯
に
統
一
的
正
犯
概
念
を
採
用
し
つ
つ
、
故
意
犯
に
お
け
る
限
縮
的
正
犯
概
念

を
用
い
た
点
が
批
判
さ
れ
る  
 

。
ま
た
、
第
二
の
テ
ー
ゼ
で
は
、
法
益
侵
害
の
危
険
性
か
ら
両
者
を
区
別
し
て
い
る
が
、
そ
の
違
い
は
結

果
発
生
の
危
険
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
殺
を
含
む
自
損
行
為
で
は
積
極
的
な
法
益
放
棄
が
あ
る
の
に
対
し
、
自
己
危
殆

化
で
は
、
被
害
者
が
結
果
を
認
容
し
て
お
ら
ず
、
被
害
者
が
希
望
し
な
い
侵
害
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る  
 

。
こ
う
し
た
点
に
着
目
す

れ
ば
、「
自
損
行
為
へ
の
関
与
」
と
比
べ
て
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
の
侵
害
性
が
は
る
か
に
大
き
い
と
い
え
よ
う  
 

。
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第
四
節
　
被
害
者
の
自
己
答
責
性
に
よ
り
結
果
帰
属
を
否
定
す
る
見
解

　
一
　
近
年
、
ド
イ
ツ
で
は
、
被
害
者
の
自
己
答
責
性
論
が
有
力
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
自
由
か
つ
答
責
的
に
行
っ
た
行

為
か
ら
生
じ
た
結
果
は
、
被
害
者
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
行
為
者
の
結
果
帰
属
を
限
定
す
る
一
要
素
と
み
る
の
で
あ
る  
 

。
た
と

え
ば
、
ツ
ァ
ツ
ィ
ッ
ク
は
、
自
律
的
な
人
間
に
は
固
有
の
答
責
領
域
が
存
在
す
る
と
い
い  
 

、
刑
法
的
違
法
性
を
他
者
の
自
由
侵
害
に
求

め
つ
つ
、
自
損
行
為
に
は
他
者
侵
害
性
が
欠
け
る
た
め
違
法
で
は
な
い
と
す
る  
 

。
も
っ
と
も
、
自
損
行
為
で
あ
っ
て
も
、
他
者
が
関
与

す
る
と
き
に
は
自
由
の
侵
害
が
あ
る
た
め
、
被
害
者
が
自
ら
の
意
思
で
自
己
の
法
益
侵
害
を
意
図
し
た
場
合
に
（
意
識
的
自
損
行
為  
 

）、

事
象
全
体
の
主
体
と
な
っ
た
被
害
者
に
答
責
的
行
為
を
認
め
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
的
な
自
損
行
為
へ
の
関
与
は
、
も
は
や
被
害
者
の

自
由
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る  
 

。

　
二
　
こ
れ
に
対
し
て
、
危
険
の
引
受
け
で
は
、
自
己
危
殆
化
に
よ
っ
て
侵
害
結
果
が
意
図
さ
れ
な
い
た
め  
 

、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被

害
者
の
答
責
性
を
認
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
被
害
者
の
行
為
選
択
に
よ
っ
て
侵
害
結
果
を
回
避
で
き
る
か
否

か
が
重
要
で
あ
り  
 

、
他
人
が
刑
罰
法
規
に
反
す
る
行
動
に
出
な
い
と
い
う
信
頼
を
前
提
と
し
て  
 

、
被
害
者
が
自
ら
の
意
思
で
因
果
の
流

れ
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
と
き
に
、
被
害
者
の
答
責
性
を
認
め
う
る
。
も
っ
と
も
、
次
の
場
合
に
は
、
か
よ
う
な
被
害
者
の
自
己
答
責
性
が

認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
義
務
適
合
的
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
結
果
を
回
避
で
き
る
と
信
頼
で
き  
 

、
さ
ら
に
、
他
者
の
関
与

行
為
が
法
律
上
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
自
己
危
殆
化
の
可
能
性
が
な
い
と
信
頼
で
き
る
場
合
、
他
者
危
殆
化
と
し
て
可
罰
的
と
な
る  
 

。

第
五
節
　
小
括

　
以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
状
況
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
根
拠
を
、
被
害
法
益
の
要
保

護
性
が
な
い
点
に
求
め
る
一
方
、
過
失
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
で
保
護
さ
れ
る
法
益
は
、
故
意
犯
の
場
合
と
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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過
失
犯
で
は
、
行
為
者
に
直
接
的
な
法
益
侵
害
の
意
思
が
な
く
、
注
意
義
務
に
よ
っ
て
法
益
が
保
護
さ
れ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一

六
条
に
よ
る
生
命
処
分
の
禁
止
が
同
様
に
妥
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
法
二
二
八
条
で
は
、
原
則
と
し
て
同
意
傷

害
が
正
当
化
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
結
果
の
同
意
が
な
い
過
失
犯
に
も
こ
れ
を
適
用
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
自
殺
関
与

を
不
可
罰
と
す
る
根
拠
を
正
犯
行
為
が
欠
け
る
こ
と
に
求
め
た
た
め
、
正
犯
性
を
め
ぐ
っ
て
自
己
危
殆
化
と
他
者
危
殆
化
の
区
別
も
重

要
と
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
規
範
の
保
護
目
的
論
や
被
害
者
の
自
己
答
責
性
論
が
有
力
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
章
　
わ
が
国
の
議
論
状
況

第
一
節
　
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
以
前
の
諸
見
解

　
一
　
わ
が
国
で
は
、
従
来
、
過
失
犯
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
論
じ
た
学
説
は
少
な
く
、
危
険
な
ス
ポ
ー
ツ
行
為
が
正
当
行
為
と

し
て
議
論
さ
れ
た
程
度
で
あ
る  
 

。
ま
た
、
わ
が
国
の
刑
法
典
は
、
自
殺
関
与
罪
と
同
意
殺
人
罪
を
同
一
の
条
文
で
規
定
し
て
お
り
、
被

害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
事
由
は
、
も
っ
ぱ
ら
解
釈
論
上
の
産
物
で
あ
っ
た
。
被
害
者
の
同
意
論
で
は
、
法
益
主
体
が
自
ら
の
法
益

を
放
棄
し
た
こ
と
で
不
可
罰
と
さ
れ
る
一
方  
 

、「
公
序
良
俗
」
や
「
違
法
性
の
一
般
観
念
」
な
ど
に
よ
り
正
当
化
の
範
囲
が
決
定
さ
れ
て

お
り
、
同
意
の
対
象
と
な
る
生
命
や
身
体
に
は
、
個
人
的
法
益
の
み
な
ら
ず
、
国
家
的
法
益
・
社
会
的
法
益
も
含
ま
れ
る
と
の
主
張
も

み
ら
れ
た  
 

。
そ
の
た
め
、
生
命
や
身
体
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
に
は
、
本
人
の
同
意
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
国
家
や
社
会
も
侵
害

に
同
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
二
　
被
害
者
の
同
意
が
過
失
犯
の
成
否
を
左
右
す
る
と
は
じ
め
て
明
言
さ
れ
た
の
は
、
木
村
亀
二
博
士
で
あ
る
。
木
村
博
士
は
、
上

述
し
た
国
家
的
・
社
会
的
な
利
害
を
認
め
つ
つ
も
、
個
人
の
意
思
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当

化
を
主
張
す
る  
 

。
そ
こ
で
は
、
行
為
自
体
な
い
し
同
意
の
内
容
を
判
断
の
対
象
と
し
て
、
同
意
に
よ
る
行
為
全
体
が
公
序
良
俗
に
反
し
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な
い
と
き
に
正
当
化
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
の
対
象
は
「
行
為
」
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
に
は
結
果
も
含
ま
れ
る
と
し
て
、
当

事
者
が
予
見
し
う
る
限
度
で
、
過
失
犯
や
結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て
も
被
害
者
の
同
意
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る  
 

。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
被
害
者
の
同
意
を
「
行
為
」
の
正
当
化
事
由
と
み
た
学
説
は
少
な
く
な
い
が  
 

、
当
初
、
故
意
・
過
失
が
単
な
る
責

任
要
素
と
さ
れ
た
た
め
、
同
意
の
対
象
と
な
る
構
成
要
件
該
当
「
行
為
」
の
段
階
で
区
別
す
る
意
義
は
乏
し
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
責

任
要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失
は
、
当
該
行
為
の
違
法
性
が
前
提
と
な
る
以
上
、
す
で
に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
両

者
を
区
別
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
三
　
他
方
、
そ
の
後
の
学
説
は
、
被
害
者
の
同
意
を
過
失
犯
の
正
当
化
要
素
と
み
て
き
た  
 

。
も
っ
と
も
、
平
野
博
士
は
、
過
失
犯
に

お
い
て
被
害
者
が
結
果
発
生
に
同
意
す
る
場
合
は
少
な
い
た
め
、
行
為
の
同
意
を
結
果
の
同
意
か
ら
区
別
し
つ
つ
、
例
外
的
に
結
果
の

同
意
と
同
一
視
で
き
る
と
き
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
う
る
と
し
た  
 

。

　
ま
た
、
山
中
教
授
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
被
害
者
の
同
意
を
論
じ
る
際
、
被
害
者
の
同
意
は
、
侵
害
結
果
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る  
 

。
そ
し
て
、
法
益
侵
害
に
同
意
す
る
者
に
は
、
未
必
の
故
意
に
応
じ
た
「
認
容
的
甘
受
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在

す
る
場
合
に
の
み
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
意
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
被
害
者
の

同
意
は
厳
格
に
認
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る  
 

。

第
二
節
　
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
を
め
ぐ
る
諸
見
解

　
第
一
款
　
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解

　
一
　
近
年
、
被
害
者
の
自
己
決
定
権
は
、
違
法
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
被
害
者
の
同
意
論
で
も
正
当
化
を
根
拠
づ
け
る
要
素
と
さ
れ

た  
 

。
も
っ
と
も
、
行
為
同
意
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
過
失
犯
に
つ
い
て
も
結
果
の
同
意
を
要
求
し
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た
た
め
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
で
は
、
危
険
の
引
受
け
と
被
害
者
の
同
意
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。
危
険
の
引
受
け
に
は
結
果

の
同
意
が
欠
け
る
た
め
、
学
説
の
一
部
は
、
被
害
者
が
危
険
行
為
を
是
認
し
て
い
た
点
に
着
目
し
て
行
為
者
の
不
可
罰
を
導
こ
う
と
す

る  
 

。
　
二
　
ま
ず
、
山
口
教
授
は
、
過
失
犯
で
も
結
果
に
対
す
る
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
の
根
拠
を

法
益
の
要
保
護
性
が
欠
け
る
点
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
危
険
の
引
受
け
の
意
義
は
、「
因
果
関
係
な
い
し
客
観
的
帰
属

関
係
の
要
件
を
な
す
『
行
為
の
危
険
性
』
が
規
範
的
評
価
に
お
い
て
否
認
さ
れ
る
」
こ
と
に
あ
る
と
い
う  
 

。
そ
こ
で
は
、「
自
己
の
利
益

を
危
険
に
さ
ら
す
自
由  
 

」
を
出
発
点
と
し
て
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
危
険
な
行
為
を
希
望
し
た
場
合
、
個
人
の
自
己
決
定
権
に
基
づ

い
て
危
険
な
行
為
を
許
容
し
た
以
上
、
そ
の
過
程
で
生
じ
る
回
避
不
可
能
な
結
果
に
つ
い
て
も
、
行
為
者
に
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る  
 

。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
結
論
は
、
行
為
の
同
意
で
足
り
る
と
い
う
行
為
同
意
説
と
異
な
ら
な
い  
 

。
す
な
わ
ち
、
侵
害
結
果
を
正
当
化
す

る
根
拠
を
、
被
害
者
の
意
思
が
結
果
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
な
が
ら
、
よ
り
緩
和
さ
れ
た
意
思
内
容
に
よ
っ
て
可
罰
性
を
否

定
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
結
果
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る  
 

。

　
三
　
こ
れ
に
対
し
て
、
林
幹
人
教
授
は
、
危
険
の
引
受
け
に
も
被
害
者
の
同
意
の
法
理
を
適
用
し
て
、
い
わ
ゆ
る
準
同
意
説
を
主
張

さ
れ
る
。「
被
害
者
の
意
思
の
尊
重
」
を
正
当
化
の
根
拠
と
す
る
被
害
者
の
同
意
論
で
は
、
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
す
べ
き
法
益
の
侵
害
・

危
殆
化
が
欠
け
て
い
る  
 

。
危
険
の
引
受
け
は
、
被
害
者
の
同
意
と
比
較
し
て
、
被
害
者
の
認
識
し
た
結
果
発
生
の
可
能
性
が
低
く
、
被

害
者
が
結
果
の
発
生
を
望
ま
な
か
っ
た
点
で
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
危
険
の
引
受
け
を
別
異
に
取
り
扱
う
ほ
ど
重
要
な
違
い

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
被
害
者
の
自
由
意
思
を
尊
重
す
る
見
地
か
ら
、
両
者
を
同
様
に
取

り
扱
う
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る  
 

。
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こ
こ
で
は
、
危
険
の
同
意
と
結
果
の
同
意
が
同
一
視
さ
れ
る
が  
 

、
故
意
論
で
蓋
然
性
説
を
採
用
さ
れ
る
林
教
授
に
よ
れ
ば
、
結
果
の

認
識
と
危
険
の
認
識
は
そ
の
程
度
に
お
い
て
異
な
る
だ
け
で
あ
る  
 

。
す
な
わ
ち
、「
許
さ
れ
な
い
程
度
に
危
険
な
行
為
」
を
認
識
し
た
以

上
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
そ
れ
に
同
意
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て  
 

、
被
害
者
自
身
が
法
益
を
放
棄
し
た
と
き
、
国
家
に
よ
る
干

渉
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
款
　
違
法
性
を
阻
却
す
る
見
解

　
つ
ぎ
に
、
行
為
無
価
値
論
に
お
い
て
、
被
害
者
の
同
意
論
に
依
拠
し
た
諸
見
解
が
み
ら
れ
る
。
井
田
教
授
は
、
被
害
者
の
同
意
を
基

礎
づ
け
る
個
人
の
自
己
決
定
権
を
、
危
険
の
引
受
け
で
も
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
侵
害
の
危
険
を
甘
受
し
て
他
の
利

益
を
享
受
す
る
と
い
う
自
由
も
考
え
う
る
た
め
、
そ
の
限
度
で
法
益
の
危
殆
化
が
正
当
化
さ
れ
る  
 

。
そ
の
た
め
、
行
為
時
の
危
険
性
が

低
い
場
合
や
、
危
険
性
が
高
く
て
も
こ
れ
を
制
御
で
き
る
な
ら
ば
、
な
お
個
人
の
自
己
決
定
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
わ
れ
る  
 

。

　
井
田
教
授
の
見
解
は
、
林
教
授
や
山
口
教
授
の
見
解
と
同
様
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
の
同
意
で
正
当
化
を
認
め
る
も
の
と
批
判
さ
れ
て
き

た
。
た
し
か
に
、
過
失
犯
が
結
果
犯
で
あ
る
以
上
、
被
害
者
の
同
意
に
お
い
て
も
結
果
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
て  
 

、
法
益
を
最
終
的
に

処
分
す
る
こ
と
と
侵
害
の
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
は
、
同
一
視
で
き
る
わ
け
で
な
い
。
し
か
し
、
井
田
教
授
は
、
法
益
主
体
の
自
由
な

処
分
と
こ
れ
に
基
づ
く
相
手
方
の
行
為
を
完
全
に
禁
止
す
る
な
ら
ば
、
個
人
の
自
由
を
否
定
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
法

益
主
体
の
自
由
を
尊
重
す
る
か
ぎ
り
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
り
法
益
の
要
保
護
性
が
否
定
さ
れ
る
た
め  
 

、
た
と
え
結
果
発
生
が
予
見
可

能
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
の
も
つ
危
険
性
が
低
い
と
き
、
過
失
犯
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
余
地
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
る  
 

。
す
な
わ
ち
、

被
害
者
の
同
意
に
よ
る
正
当
化
に
つ
い
て
、
当
初
か
ら
結
果
を
志
向
す
る
故
意
犯
と
、
結
果
を
予
見
で
き
た
だ
け
の
過
失
犯
で
は
、
各

行
為
の
主
観
面
を
前
提
と
し
た
違
法
性
阻
却
の
態
様
が
異
な
る
の
は
当
然
と
さ
れ
る
の
で
あ
る  
 

。
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第
三
款
　
社
会
的
相
当
性
の
理
論

　
行
為
無
価
値
論
の
立
場
で
は
、
危
険
の
引
受
け
に
独
自
の
意
義
を
認
め
ず
、
社
会
的
相
当
性
の
一
要
素
と
位
置
づ
け
る
見
解
も
有
力

に
主
張
さ
れ
て
い
る  
 

。
そ
こ
で
は
、
行
為
が
社
会
倫
理
秩
序
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
「
社
会
的
相
当
性
」
の
見
地
か
ら
、
こ

の
秩
序
を
逸
脱
し
た
法
益
侵
害
に
実
質
的
違
法
性
を
求
め
る
た
め
、
危
険
の
引
受
け
も
被
害
者
の
同
意
と
同
じ
く
、
社
会
的
相
当
性
に

基
づ
く
正
当
化
を
可
能
に
す
る
一
要
素
で
あ
る
と
い
う  
 

。

　
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
っ
て
可
罰
性
が
左
右
さ
れ
る
の
は
、
社
会
的
有
用
性
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
行
為
な
ど
に
限

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
競
技
に
法
益
侵
害
の
危
険
が
あ
る
場
合
、
そ
の
社
会
的
価
値
を
考
慮
す
る
こ
と
で
正
当
化
が
可
能
で
あ
る

と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
で
低
下
し
た
危
険
を
被
害
者
が
引
き
受
け
た
の
を
前
提
と
し
て
、
行
為
全
体
が
社

会
通
念
上
も
許
容
さ
れ
る
場
合
に
は
、
侵
害
結
果
も
含
め
た
行
為
全
体
が
社
会
的
相
当
行
為
と
な
る
の
で
あ
る  
 

。

　
こ
う
し
た
見
解
は
、
社
会
的
相
当
性
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
法
的
安
定
性
が
損
な
わ
れ
る
と
批
判
さ
れ
る  
 

。
ま
た
、
危
険

の
引
受
け
を
正
当
化
判
断
の
一
要
素
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
相
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
危
険
の
引
受
け
の
も
つ
意

義
が
不
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う  
 

。

　
第
四
款
　
被
害
者
の
自
己
答
責
性
論

　
従
来
、
危
険
の
引
受
け
は
、
被
害
者
の
同
意
の
法
理
を
援
用
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
被
害
者
の
自
己
答
責
性
か
ら
説
明
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
第
一
次
的
な
法
益
主
体
で
あ
る
被
害
者
が  
 

、
あ
る
法
益
を
犠
牲
に
し
て
別
の
法
益
を
追
求
す
る
場
合
、
不

都
合
な
結
果
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
者
は
、
せ
い
ぜ
い
従
犯
の
責
任
し
か
負
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が

正
犯
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
被
害
者
の
自
己
答
責
性
が
認
め
ら
れ
る
限
度
で
、
行
為
者
は
過
失
に
よ
る
従
犯
と
し
て
不
可
罰
に
な
る
の

（
　
）
８７

（
　
）
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で
あ
る  
 

。

　
も
っ
と
も
、
わ
が
国
で
は
、
刑
法
二
〇
二
条
の
自
殺
関
与
罪
が
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
「
自
殺
へ
の
関
与
が
不
可
罰
で
あ
る

と
き
、
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
も
不
可
罰
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
援
用
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
塩
谷
教
授
は
、
侵
害
結
果
を
惹
起

す
る
主
体
が
異
な
る
点
を
重
視
し
て  
 

、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
と
「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
を
区
別
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し

て
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
で
は
、
十
分
な
判
断
能
力
の
あ
る
被
害
者
が  
 

、
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
を
認
識
し
つ
つ
、
自
ら
行
為

に
出
た
こ
と
で
自
己
答
責
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
他
者
危
殆
化
」
で
は
、
他
人
が
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
、
被
害
者
が

正
犯
に
あ
た
る
と
い
う
に
は
、
い
わ
ば
加
害
者
を
利
用
し
た
「
間
接
正
犯
」
と
呼
べ
る
程
度
に
「
結
果
発
生
へ
の
積
極
性
」
が
あ
り
、

事
象
全
体
を
主
導
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る  
 

。

第
三
節
　
小
括

　
違
法
性
の
実
質
を
法
益
侵
害
に
求
め
る
見
解
で
は
、
被
害
者
の
同
意
論
に
お
い
て
、
法
益
侵
害
（
結
果
）
に
向
け
ら
れ
た
被
害
者
の

意
思
を
要
求
し
た
よ
う
に
、
過
失
犯
に
あ
っ
て
も
、
当
然
に
結
果
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
構
成
要
件
の
段
階
か

ら
故
意
犯
と
過
失
犯
を
区
別
す
る
行
為
無
価
値
論
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
の
段
階
で
も
各
行
為
の
態
様
に
応
じ
た
区
別
が
可
能
と
な

る
。

　
な
お
、
わ
が
国
で
被
害
者
の
自
己
答
責
性
を
認
め
る
見
解
は
、
被
害
者
の
立
場
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
犯
人
の
行
為
自
体
の
も
つ
意

味
を
看
過
し
て
お
り
、
行
為
主
義
を
前
提
と
す
る
刑
法
と
な
じ
ま
な
い
考
え
方
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
行
為
の
違
法
性
を
論
じ
る
に
あ

た
っ
て
は
、
侵
害
の
態
様
に
応
じ
た
法
益
保
護
の
範
囲
こ
そ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
１
）　H

einz
Zipf,

E
inw
illigung

und
R
isikoü

 
            
   
              
      bernahm

e
im
Strafrecht,

1970,
S.
64f

       
    
                         f.;

B
aum
ann/W

eber/M
itsch,

Strafrecht

     
   
     
      
                 ,   

A
T
,
11.
A
ufl.,

2003,
§
14,
R
n.
72,
§

 
 
       
                   
        

22
R
n.
53.

     
      
　
こ
こ
で
い
う
「
危
険
（R
isiko

 
     
）」
と
は
、
望
ま
し
く
な
い
事
象
が
生
じ
る
頻
度
や
望

ま
し
く
な
い
結
果
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
侵
害
が
生
じ
る
前
に
そ
の
内
容
が
判
断
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
（
島
田
聡
一
郎
「
リ
ス
ク
社
会
と

刑
法
」
長
谷
部
恭
男
編
・
法
律
か
ら
見
た
リ
ス
ク
［
平
成
一
九
年
］
一
〇
頁
以
下
）。

（
２
）　B

G
H
St.,
B
d.
32,
S.
262

 
 
 
      
             .  

（
３
）　B

G
H
St.,
B
d.
6,
S.
232;

B
G
H
in
M
D
R
.,

 
 
 
      
               
 
 
     
 
 
   1959,

S.
856

            .  

（
４
）　
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
前
者
の
類
型
を
「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
と
呼
び
、
後
者
の
類
型
を
「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
と
呼
ん

で
区
別
す
る
こ
と
が
多
い
（
た
と
え
ば
、C

laus
R
oxin,

Zum
Schutzzw

eck
der
N
or

 
      
         
         
         
  m

bei
fahrlässigen

D
elikten,

Festsch

 
                   
                rift

für

         

G
allas

(=G
allas-FS.),

1973,
S.
249;

 
         
                          Schönke/Schröder/Lenckner,

Strafgese

                                    tzbuch,
K
om
m
entar,

27.
A
ufl.,

2006,

         
  
 
            
            V

orbem

 
     
 

zu
§§
32ff.,

R
n.
102ff.

              
         
）。
こ
こ
で
の
「
危
殆
化
」
は
、
被
害
者
が
結
果
を
「
意
欲
」
し
て
い
な
い
状
態
を
指
す
。
つ
ま
り
、
被
害
者
に
未
必

の
故
意
に
準
じ
る
意
思
内
容
が
あ
っ
た
場
合
も
「
危
殆
化
」
で
あ
り
、「
侵
害
」
に
同
意
し
た
と
い
う
た
め
に
は
、
さ
ら
に
「
意
欲
」
が
必
要
と

さ
れ
る
（
こ
の
よ
う
な
「
意
欲
」
要
件
を
不
要
と
す
る
見
解
と
し
て
、
小
林
憲
太
郎
・
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
［
平
成
一
五
年
］
六
八
頁
以

下
）。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
塩
谷
毅
・
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
（
平
成
一
六
年
）
二
四
二
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
５
）　
前
者
の
類
型
で
は
、
他
者
（
被
害
者
）
の
過
失
行
為
に
共
犯
と
し
て
関
与
し
た
が
、
そ
の
関
与
行
為
が
過
失
犯
の
成
立
要
件
を
す
べ
て
具

備
す
る
か
ぎ
り
、
過
失
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
井
田
良
「
危
険
の
引
受
け
」
西
田
典
之
・
山
口
厚
編
・
刑
法
の
争
点
［
第
三
版
、

平
成
一
二
年
］
七
八
頁
）。

（
６
）　
千
葉
地
判
平
成
七
・
一
二
・
一
三
判
時
一
五
六
五
号
一
四
四
頁
。
こ
の
事
案
で
は
、
未
舗
装
の
路
面
を
自
動
車
で
走
行
し
て
所
要
時
間
を

競
う
「
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
」
競
技
の
練
習
走
行
中
に
、
初
心
者
で
あ
る
行
為
者
が
、
上
級
者
（
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
歴
約
七
年
）
で
あ
る
被

害
者
の
指
導
に
従
っ
て
、
行
為
者
の
能
力
を
超
え
る
運
転
方
法
で
走
行
し
た
た
め
、
事
故
を
起
こ
し
て
同
乗
し
て
い
た
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
。

裁
判
所
は
、
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
者
の
運
転
方
法
と
こ
れ
に
伴
う
被
害
者
の
死
亡
は
、
同
乗
し
た
被
害
者
が
引
き
受
け
た
危
険
の

現
実
化
と
い
う
べ
き
事
態
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
当
該
運
転
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
し
た
。

（
７
）　
荒
川
雅
行
「
過
失
犯
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
に
関
す
る
一
考
察

─
生
命
・
身
体
犯
を
中
心
と
し
て

─
」
法
と
政
治
三
三
巻
二
号

（
昭
和
五
七
年
）
三
一
六
頁
以
下
参
照
。
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（
８
）　
同
意
対
象
の
問
題
と
し
て
、
行
為
に
対
す
る
同
意
で
十
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
結
果
の
同
意
も
必
要
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
る
。
現
在
で

も
、
同
意
の
対
象
を
行
為
の
危
険
性
と
み
る
見
解
（
い
わ
ゆ
る
行
為
同
意
説
）
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
侵
害
結
果
の
同
意
を
必
要
と
す
る
見
解

（
い
わ
ゆ
る
結
果
同
意
説
）
も
、
い
ま
だ
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
結
果
同
意
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、E

berhard
Schm

idt,

 
        
    
     

Schlägerm
ensur

und
Strafrecht,

JZ.,
         
      
    
            
     

1954,
S.
372;

H
eiz
Zipf,

a.
a.
O
.,
S

      
   
     
 
    
      
   
   
 
   
 .

70ff.;
K
laus

G
eppert,

R
echtfertige

  
       
 
     
 
        
 
           nde

    

„E
inw
illigung“

des
verletzten

M
itfah

  
   
                          
     rers

bei
Fahrlässigkeitsstraftaten

i

                                    m
Straßenverkehr?,

ZStW
.,
B
d.
83,
19

 
                      
    
         71,

S.
974.;

             

A
lfred

G
öbel,

D
ie
E
inw
illigung

im
St

 
      
 
      
 
   
 
   
         
  
 
  rafrecht

als
A
usprägung

des
Selbstbe

         
    
 
          
    
        stim

m
ungsrechts,

1990,
S.
24ff.;

D
et

    
 
            
      
   
       
 
  lev

    

Sternberg-Lieben,
D
ie
objektiven

Sch

                   
                 ranken

der
E
inw
illigung

im
Strafrech

            
   
           
          t,

1997,
S.
217

               

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お

け
る
両
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
山
中
敬
一
「
過
失
犯
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意

─
そ
の
序
論
的
考
察

─
」
現
代
の
刑
事
法
学
（
平
場

安
治
博
士
還
暦
祝
賀
論
文
集
・
上
巻
、
昭
和
五
二
年
）
三
三
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
島
田
「
被
害
者
に
よ
る
危
険
引
受
」
山
口
厚
編
・
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
（
平
成
一
五
年
）
一
三
八
頁
、
一
四
一
頁
も
参
照
。

（
９
）　
な
お
、
犯
罪
論
上
、
複
数
の
視
点
か
ら
危
険
の
引
受
け
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
二
四
頁
以

下
、
東
雪
見
「
法
益
主
体
の
危
険
引
受
け
（
一
）・（
二
・
完
）」
上
智
法
学
論
集
四
七
巻
一
号
（
平
成
一
五
年
）
六
九
頁
以
下
、
四
七
巻
三
号

（
平
成
一
六
年
）
七
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
　
）　B

G
H
St.,
B
d.
39,
S.
22.

 
 
 
      
             
　
こ
の
事
案
は
、
犯
人
が
被
害
者
宅
に
放
火
し
た
と
き
、
放
火
の
時
点
で
は
屋
外
に
い
た
被
害
者
が
、
燃
え
さ

１０か
る
家
の
中
に
入
り
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
犯
行
の
時
点
で
、
被
害
者
宅
に
は
彼
の
弟
が
お
り
、
そ
の
救

助
行
為
も
予
想
で
き
た
の
で
、
被
害
者
の
死
亡
結
果
を
帰
属
し
て
よ
い
と
し
た
。
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
扱
っ
た
近
時
の
判
例
と
し
て
、O

LG

 
  
 

Stuttgart,
N
JW
.,
2008,

S.
1971

            
  
                

が
あ
る
。

（
　
）　
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
犯
人
が
、
被
害
者
の
求
め
に
応
じ
て
コ
ン
ド
ー
ム
な
し
で
性
交
し
た
際
、
ウ
ィ
ル
ス
感
染
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な

１１か
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
危
険
傷
害
罪
（
旧
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
三
条
ａ
［
現
二
二
四
条
］）
の
成
否
が
争
わ
れ
た
（B

G
H
St.,
B
d.
36,

 
 
 
      
       

S.
1

    
）。

（
　
）　
第
三
章
第
一
節
参
照
。

１２
（
　
）　
荒
川
・
前
掲
論
文
三
二
〇
頁
以
下
参
照
。

１３
（
　
）　
最
決
昭
和
五
五
・
四
・
一
八
刑
集
三
四
巻
三
号
一
四
九
頁
。
い
わ
ゆ
る
「
坂
東
三
津
五
郎
ふ
ぐ
中
毒
死
事
件
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
料

１４
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理
店
で
従
事
す
る
行
為
者
が
、
ふ
ぐ
肝
に
毒
物
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
客
で
あ
る
被
害
者
に
ふ
ぐ
料
理
を
提
供
し
、
ふ
ぐ
毒

に
よ
る
呼
吸
麻
痺
に
よ
り
被
害
者
を
窒
息
死
さ
せ
た
。
本
件
の
被
害
者
は
、
ふ
ぐ
肝
の
毒
性
に
つ
い
て
一
定
程
度
の
知
識
を
有
し
て
い
た
が
、

業
務
者
で
あ
る
行
為
者
の
調
理
を
信
頼
し
て
ふ
ぐ
肝
を
食
べ
た
単
な
る
客
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
被
害
者
の
態
度
は
、
行
為
者
の
過
失
責
任

を
否
定
す
る
論
拠
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
海
上
交
通
事
故
に
お
い
て
、
被
害
者
で
あ
る
釣
り
客
が
、
危
険
を
承
知
で
瀬
渡
し
船

で
釣
り
場
へ
向
か
っ
た
が
、
そ
の
後
に
天
候
が
悪
化
し
た
た
め
釣
り
場
か
ら
の
避
難
が
困
難
と
な
り
、
高
波
を
受
け
て
海
中
に
転
落
し
て
溺
死

し
た
事
案
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
瀬
渡
し
船
の
船
長
の
注
意
義
務
が
問
題
と
さ
れ
、
客
ら
に
当
該
釣
り
場
に
お
け
る
危
険
性
を
認
識
さ
せ
、
適

切
な
方
法
に
よ
っ
て
釣
り
を
行
う
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
で
事
故
を
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
た
（
福
岡
高
判
昭
和
五
五
・
五
・
二
高

刑
集
三
三
巻
二
号
一
九
三
頁
）。
な
お
、
甲
斐
克
則
・
海
上
交
通
犯
罪
の
研
究
（
平
成
一
三
年
）
一
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
　
）　R

alf–Peter
Fiedler,

Zur
Strafbarkeit

 
          
         
    
            

der
einverständlichen

Frem
dgefährdu

 
    
                  
    
         ng,

1990,
S.
6,
R
ainer

Zaczyk,

    
      
   
   
 
      
        

１５Strafrechtliches
U
nrecht

und
die

Sel

                 
 
       
    
    
   bstverantw

ortung
des

V
erletzten,

199

          
       
    
 
           
   3,

S.
7;
U
w
e
M
urm
ann,

D
ie

   
   
   
 
 
  
 
   
     
 
   

Selbstverantw
ortung

des
O
pfers

im
St

             
            
        
   rafrecht,

2005,
S.
381f.

                        
　
ま
た
、
塩
谷
・
前
掲
書
二
四
一
頁
。

（
　
）　
刑
法
理
論
に
お
け
る
被
害
者
側
の
過
失
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
戸
浦
雄
史
「『
被
害
者
の
過
失
』
の
介
在
・
協
働
と
因
果
関
係
の
中
断
・
二

１６〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
刑
法
理
論
に
お
け
る
被
害
者
の
「
自
己
責
任
」（
一
）
～
（
四
・
完
）」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
五
四
巻
一
号
（
平
成
十

九
年
）
三
三
三
頁
以
下
、
五
四
巻
三
号
（
平
成
二
〇
年
）
一
三
三
二
頁
以
下
、
五
四
巻
四
号
（
同
年
）
一
六
一
三
頁
以
下
、
五
五
巻
一
号
（
同

年
）
三
四
〇
頁
以
下
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
日
本
お
よ
び

ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
、
被
害
者
側
の
過
失
が
過
失
認
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
点
も
指
摘
さ
れ
る
。

（
　
）　
山
中
・
刑
法
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
の
理
論
（
平
成
九
年
）、
松
宮
孝
明
「
被
害
者
の
『
自
己
答
責
性
』
と
過
失
正
犯
」
（
渡
辺
保
夫
先
生

１７古
稀
祝
賀
論
文
集
、
平
成
一
二
年
）
五
二
三
頁
以
下
、
塩
谷
・
前
掲
書
一
七
一
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
書
六
一
頁
以
下
、
山
本
高
子
「
自
己
危

殆
化
と
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化

─
二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
十
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
を
素
材
と
し
て

─
」
比
較
法
雑
誌
四
四
巻
一
号
（
平

成
二
二
年
）
一
〇
一
頁
以
下
。

（
　
）　R

G
St.,
B
d.
57,
S.
172

 
 
      
             .  

１８
（
　
）　R

G
St.,
B
d.
57,
S.
173f

 
 
      
              .  

１９
（
　
）　B

G
H
St.,
B
d.
4,
S.
88.

 
 
 
      
            
　
こ
の
事
案
は
、
軽
い
酩
酊
状
態
の
被
害
者
か
ら
喧
嘩
を
売
ら
れ
た
犯
人
が
、
被
害
者
の
頭
部
を
殴
打
し
た
と

２０

過失犯における危険の引受けの意義（一）

（阪大法学）６１（１ - 201）201〔２０１１．５〕



こ
ろ
、
脳
内
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
は
、
身
体
傷
害
に
つ
い
て
被
害
者
の
同
意
は
な
く
、
過
失
致
死
に
つ
い

て
も
、
被
害
者
の
挑
発
行
為
は
、
犯
人
の
一
般
的
な
注
意
義
務
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

（
　
）　B

G
H
St.,
B
d.
4,
S.
93.
R
G
in
JW
.,
192

 
 
 
      
              
 
      
      5,

S.
2250;

B
G
H
St.,
B
d.
6,
S.
232;

B

             
 
 
      
               

G
H
St.,
B
d.
7,
S.
112;

B
ayO
bLG

in

 
 
      
               
   
   
    

２１N
JW
.,
1957,

S.
1245;

O
LG
K
arlsruhe

i
 
  
                   
  
  
          n

N
JW
.,
1967,

S.
2321.

V
gl.
M
urm
ann,

   
  
                   
     
   
    

a.
a.
O
.,
S.
404

        
         .  

（
　
）　G

eppert,
a.
a.
O
.,
ZStW

.,
B
d.
83,
S.

 
               
       
    
         

992ff

      .  

２２
（
　
）　H

ans-Joachim
H
irsch,

Sozial
A
däquanz

 
           
  
               
       

und
U
nrechtslehre,

ZStW
.,
B
d.
74,
1

      
                  
    
        962,

S.
93ff.

             
　
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す

２３る
承
諾
で
は
、
合
意
（E

inverstand

 
          
）
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。

（
　
）　R

oxin,
Strafrecht,

A
T
.,
B
d.
I,
4.
A
u

 
      
            
 
 
   
 
   
   
   
 
 fl.,
2006,

S.
411;

U
w
e
H
ellm
ann,

E
in

     
      
   
     
 
 
  
 
    
     
 
  verständliche

Frem
dgefährdung

und

              
    
            
    

２４objektive
Zurechnung,

Festschrift
fü

                                    r
R
oxin

(=R
oxin-FS.),

2001,
S.
274;

   
        
                         M

urm
ann,

a.
a.
O
.,
S.
404;

G
unnar

D
u

 
   
            
            
       
 ttge,

      

E
rfolgszurechnung

und
O
pferverhalten

 
                 
    
 
              

─

Zum
A
nw
endungsbereich

der
eigenvers

 
   
 
 
  
               
    
         tändlichen

Frem
dgefährdung

           
    
            

─,   

Festschrift
für
O
tto
(=O
tto-FS.),

20

                 
       
            07,
S.
234

          .  

（
　
）　
た
と
え
ば
、
道
路
交
通
法
に
は
、
行
為
者
の
過
失
を
推
定
さ
せ
る
法
律
上
の
規
定
が
あ
り
、
過
失
を
認
定
す
る
判
断
材
料
に
な
る
と
は
い

２５え
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
行
政
刑
罰
法
規
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
［
総

論
、
第
四
版
、
平
成
二
〇
年
］
二
〇
四
頁
）。
ま
た
、
深
町
准
教
授
は
、
こ
う
し
た
行
政
刑
罰
法
規
が
、
生
命
・
身
体
な
ど
の
法
益
保
護
と
自
由

の
制
約
を
適
切
に
衡
量
し
た
規
定
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
（
深
町
晋
也
「
危
険
引
受
け
論
に
つ
い
て
」
本
郷
法
政
紀
要
九
号
［
平
成

一
二
年
］
一
三
〇
頁
以
下
）。
な
お
、
佐
久
間
修
「
過
失
犯
に
お
け
る
刑
罰
法
規
の
明
確
性
」
刑
事
法
学
の
潮
流
と
展
望
（
大
野
眞
義
先
生
古
稀

祝
賀
論
文
集
、
平
成
一
二
年
）
一
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
　
）　
ヒ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
危
険
な
領
域
に
立
ち
入
る
こ
と
で
自
ら
の
生
命
・
身
体
を
危
殆
化
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
処
分
権
に
委
ね
ら
れ
て

２６お
り
、
危
殆
化
さ
れ
た
個
人
的
法
益
は
、
法
益
主
体
が
選
択
し
た
危
険
の
限
度
で
、
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
（H

irsch,
a.
a.
O
.,

 
              
   

ZStW
.,
B
d.
74,
1962,

S.
96,
A
nm
.
79

    
    
                     
  
    
）。
も
っ
と
も
、
反
対
説
か
ら
は
、
被
害
者
が
危
険
に
対
処
で
き
る
場
合
に
も
、
た
だ
ち
に
行
為
者

の
注
意
義
務
は
影
響
を
受
け
な
い
と
い
わ
れ
る
（V

gl.
Fiedler,

a.
a.
O
.,
S.
105

 
                    
         
）。

（
　
）　G

eppert,
Zur

U
nterbrechung

des
straf

 
        
    
 
             
    
     rechtlichen

Zurechnungszusam
m
enhangs

            
                
 
       

bei
E
igenschädigung/-gefährdung

 
    
 
                           

２７des
O
pfers

oder
Fehlverhalten

D
ritte

     
                          
     r,

JU
R
A
.,
2001,

S.
493

     
 
 
               .  
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（
　
）　B

G
H
in
M
D
R
.,
1959,

S.
856;

B
G
H
St.,
B

 
 
 
     
 
 
                  
 
 
      

d.
40,
S.
341ff.

347;
Jescheck/W

eige

                                
    nd,

Lehrbuch
des

Strafrechts,
A
T
.,
5

                               
 
    .   

２８A
ufl.,

1996,
S.
590f.;

Schönke/Schrö

 
                                   der/Lenckner,

a.
a.
O
.,
V
orbem

.
zu
§

                     
    
     
      §

32ff.,
R
n.
102;

T
hom
as
R
önnau,

Lei

          
         
   
    
          pziger

       

K
om
m
entar

(=LK
.),
12.
A
ufl.,

B
d.
1,

 
  
 
          
         
       
      2006,

V
orbem

zu
§§
32ff.,

R
n.
165;

L

       
     
               
         ackner/K

ühl,
StG
B
.,
26.
A
ufl.,

2007,

        
        
 
        
           

§
218,

        

R
n.
2f

 
     .  

（
　
）　
両
者
を
同
一
視
す
る
見
解
は
、「
擬
制
（Fiktion

       
）」
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。B

ernd
Schünem

ann,
M
oderne

T
endenzen

 
            
      
        
         in

der

       

２９D
ogm
atik

der
Fahrlässigkeits-

und
G
e

 
   
                               
 fährdungsdelikte,
JA
.,
1975,

S.
724;

                    
                

Zaczyk,
a.
a.
O
.,
S.
51;
Sternberg-

                
                    Lieben,

a.

           

a.
O
.,
S.
215;

D
uttge,

a.
a.
O
.,
O
tt

    
            
              
    
  o-FS.,

S.
232f.

               
　
も
っ
と
も
、
行
為
同
意
説
の
立
場
か
ら
、
自
ら
の
法
益
が
危
殆
化
さ
れ
る
こ
と
に

同
意
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
侵
害
結
果
の
発
生
を
予
期
し
な
か
っ
た
と
反
論
す
る
の
は
、
お
よ
そ
不
自
然
で
あ
る
と
批
判
す
る
も
の
も
あ
る

（W
erner

B
eulke,

O
pferautonom

ie
in
Str

 
       
        
           
         afrecht,

O
tto-FS.,

2007,
S.
215

          
                     
）。

（
　
）　U

lrich
W
eber,

O
bjektive

G
renzen

der

 
      
 
      
 
         
 
       
    

strafbefreienden
E
inw
illigung

in
Leb

                 
 
   
         
   
   ens-

und
G
esundheitsgefährdungen,

         
 
                        

３０Festschrift
für
B
aum
ann

(=B
aum
ann-FS

                 
   
       
   
      .),

1992,
S.
45f.

                 
　「
自
己
危
険
に
基
づ
く
行
為
」
の
民
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、vgl.

 
    

H
ans
Stoll,

D
as
H
andeln

auf
eigene

G

 
            
    
                   

efahr,
1961,

S.
306ff

                     .  

（
　
）　W

eber,
a.
a.
O
.,
B
aum
ann-FS.,

S.
47

 
             
    
   
              .  

３１
（
　
）　
ま
た
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
は
、
同
意
よ
り
も
厳
格
な
「
要
求
」
を
要
件
と
す
る
た
め
、
単
な
る
同
意
殺
人
に
は
、
同
法
二
一
一
条
の

３２謀
殺
や
二
一
二
条
の
故
殺
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
　
）　W

eber,
a.
a.
O
.,
B
aum
ann-FS.,

S.
47f

 
             
    
   
               .  
　
ま
た
、
故
意
の
殺
人
で
同
意
に
よ
る
正
当
化
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
生
命
危

３３殆
化
へ
の
同
意
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（Scönke/Schröder/Lenckner,

a.
a.
O
.,

                                 
   V

orbem
zu
§§
32ff.,

R
n.
104;

D
uttge,

 
     
               
         
       

a.
a.
O
.,
O
tto-FS.,

230f.

       
    
              
）。
な
お
、
近
時
、
ヒ
ル
シ
ュ
も
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
被
害
者
の
同
意
が
注
意
義
務
に
違
反
し
た
行
為
を
正
当

化
す
る
と
述
べ
て
い
る
（H

irsch,
Leipziger

K
om
m
entar[=LK

.],
1

 
       
          
 
  
 
         
    
 1.

A
ufl.,

1992,
V
orbem

zu
§
32,
R
n.

   
 
      
      
 
     
 
   
  
    
 
   

95;
ders.,

Zum

    
       
   
 

U
nrecht

des
fahrlässigen

D
elikts,

Fe

 
                         
          stschrift

für
E
rnst-Lam

pe[Lam
pe-FS.]

               
        
      
       ,

2003,
S.
533f.

                
）。

（
　
）　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
八
条
が
良
俗
違
反
性
判
断
の
対
象
と
す
る
の
は
、
行
為
（T

at

 
  
）
で
あ
り
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
法

３４益
侵
害
の
大
き
さ
と
そ
の
態
様
を
検
討
対
象
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（Schönke/Schröder/Stree,

a.
a.
O
.,
§

                               
     228,

R
n.
7

      
    
）。

（
　
）　W

eber,
a.
a.
O
.,
B
aum
ann-FS.,

S.
47f

 
             
    
   
               .  

３５
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（
　
）　
良
俗
違
反
性
の
判
断
基
準
に
つ
き
、B

G
H
in
N
JW
.,
2004,

S.
1054,

B
G
H
in
N

 
 
 
     
  
                   
 
 
     

JW
.,
2004,

S.
2458;

Schönke/Schröder

  
                                  /  

３６Stree,
a.
a.
O
.,
§
228,

R
n.
6.
V
gl.

        
   
   
 
   
  
     
 
   
   
 
   

D
uttge,

D
er
B
G
H
auf

rechtsphilosoph

 
 
       
 
   
 
 
 
 
    
               ischen

A
bw
egen

–
E
inw
illigung

in

       
 
  
     
  
 
   
         
   

K
öperverletzung

und
„gute

Sitten“,
N

 
                                   

JW
.,
2005,

S.
260.

  
                
　
も
っ
と
も
、
良
俗
違
反
の
規
定
に
対
し
て
は
、
そ
の
基
準
が
不
明
確
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
明
確
性
原
理
（
ド
イ
ツ
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
）
の
観
点
か
ら
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。V

gl.

 
    

Sternberg-Lieben,
a.
a.
O
.,
S.
136ff

                         
           .,

162;
H
irsch,

a.
a.
O
.,
LK
.,
11.
A

         
              
     
        

ufl.,
§
228,

R
n.
2.

              
     
　
近
時
、
過
失
致
死
に
対
す
る
同
意
を

良
俗
違
反
に
よ
っ
て
無
効
と
し
た
事
例
と
し
て
、O

LG
D
üsseldorf,

N
StZ-R

R
.,
1997,

S.
3

 
  
  
            
     
 
             25,

B
G
H
St.,
B
d.
49,
S.
34,
B
G
H
St.,
B

     
 
 
      
               
 
 
      

d.    

53,
S.
55

         

な
ど
が
あ
る
。

（
　
）　W

eber,
a.
a.
O
.,
B
aum
ann-FS.,

S.
51f

 
             
    
   
               .  
　
麻
薬
事
犯
は
法
規
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
良
俗
に
も
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
典
型
的

３７な
法
令
違
反
に
よ
っ
て
、
同
時
に
良
俗
違
反
性
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
が
コ
ン
ド
ー
ム
な
し
で
性
交
す
る
場

合
（B

ayO
bLG

in
N
StZ.,

1990,
S.
81

 
   
   
     
                 
）
に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染
拡
大
と
い
う
危
険
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
法
律
が
な
い
こ
と

か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
良
俗
違
反
で
は
な
い
と
す
る
（W

eber,
a.
a.
O
.,
B
aum
ann-FS.,

S.
52f

 
             
    
   
               f.   
）。

（
　
）　D

ieter
D
ölling,

Fahrlässige
T
ötung

b

 
      
 
        
            
 
      
 ei

Selbstgefährdung
des

O
pfers,

G
A
.,

   
                 
    
 
       
 
 
  

1984,
S.
73ff.

V
gl.
R
oxin,

a.
a.
O
.

 
      
   
      
 
    
 
      
   
   
 
 ,   

３８G
allas-FS.,

S.
246;

Schünem
ann,

a.
a

 
                          
         .

O
.,
JA
.,
1975,

S.
721

   
     
               .  

（
　
）　D

ölling,
a.
a.
O
.,
G
A
.,
1984,

S.
82f

 
               
    
 
               .  

３９
（
　
）　D

ölling,
a.
a.
O
.,
G
A
.,
1984,

S.
85f

 
               
    
 
               f  .  

４０
（
　
）　R

oxin,
a.
a.
O
.,
A
T
.,
§
11,
R
n.
121;

 
             
    
 
          
       

H
ellm
ann,

a.
a.
O
.,
R
oxin-FS.,

S.
2

  
    
            
    
              76f.;

D
uttge,

M
ünchener

K
om
m
entar

zu

       
        
          
  
 
        m  
 

４１Strafgesetzbuch,
2003,

§
15,
R
n.
195

                              
      f  .  

（
　
）　R

oxin,
a.
a.
O
.,
G
allas-FS.,

S.
241f

 
             
    
                  f  .  

４２
（
　
）　R
oxin,

a.
a.
O
.,
G
allas-FS.,

S.
246.

 
             
    
                  
　
近
時
の
「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
事
例
と
し
て
、O

LG
Zw
eibrücken,

N
StZ.,

1995,
S.

 
  
   
            
               

４３89   

な
ど
が
あ
る
。

（
　
）　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
殺
関
与
罪
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
秋
葉
悦
子
「
自
殺
関
与
罪
に
関
す
る
考
察
」
上
智
法
学
論
集
三
二
巻
二
・
三
号
（
平

４４成
元
年
）
一
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
　
）　R

oxin,
a.
a.
O
.,G
allas-FS.,

S.
250ff

 
             
   
                   .  

４５
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（
　
）　Joachim

R
enzikow

ski,
R
estriktiver

T
ä

       
  
       
      
             
 terbegriff

und
fahrlässige

B
eteiligu

                            
        ng,

1997,
S.
193ff.;

D
uttge,

a.
a.
O

                      
              

.,
O
tto

    
   -  

４６FS.,
S.
240.

            
　
松
宮
「
過
失
犯
に
お
け
る
正
犯
概
念
（
三
・
完
）」
立
命
館
法
学
二
七
九
号
（
平
成
一
三
年
）
二
五
頁
以
下
、
塩
谷
・
前
掲
書
二

九
〇
頁
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
二
七
頁
注
一
一
。

（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
53.

               
         
　
ま
た
、
法
益
の
処
分
は
、
結
果
の
不
発
生
を
信
頼
し
た
場
合
に
は
観
念
で
き
ず
、
被
害
者
の
同
意
に
固
有
の

４７も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（D

uttge,
a.
a.
O
.,
O
tto-FS.,

S.
231

 
              
    
               
）。

（
　
）　M

urm
ann,

a.
a.
O
.,
S.
426f.

 
   
            
           
　
山
口
厚
「
被
害
者
に
よ
る
危
険
の
引
受
と
過
失
犯
処
罰
」
研
修
五
九
九
号
（
平
成
一
〇
年
）
六
頁
、
小

４８林
・
前
掲
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
七
八
頁
以
下
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
四
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
は
、

「
合
意
に
基
づ
く
他
者
危
殆
化
」
を
「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
と
概
念
的
に
区
別
し
な
が
ら
、
一
定
の
要
件
下
で
両
者
を
同
一
視
す
る
理
由
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
（M

urm
ann,

a.
a.
O
.,
S.
425ff.
 
   
            
            
　
塩
谷
・
前
掲
書
二
九
〇
頁
以
下
）。

（
　
）　V

gl.
H
eribert

Schum
ann,

Strafrechtli

 
    
 
        
     
     
            ches

H
andlungsunrecht

und
das

Prinzi

     
 
                
    
    
      p

der
Selbstverantw

ortung
der

  
    
             
       
    

４９A
nderen,

1986,
S.
1

 
                  .  

（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
12

               
        .  

５０
（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
25ff

               
          .  

５１
（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
32f

               
         .  

５２
（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
33ff.

               
           
　
も
っ
と
も
、
意
識
的
自
損
行
為
の
場
合
に
も
自
己
答
責
が
欠
如
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ

５３刑
法
一
九
条
、
二
〇
条
、
少
年
裁
判
所
法
三
条
に
い
う
責
任
能
力
が
欠
け
る
場
合
と
、
意
思
の
瑕
疵
（
錯
誤
、
強
制
）
が
あ
る
た
め
、
も
は
や

「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
」
結
果
を
惹
起
し
た
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
る
（Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
36f.

               
          
）。

（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
49ff

               
          .  

５４
（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
53ff.

               
           .  

５５
（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
25

               
        .  

５６
（
　
）　
メ
ー
メ
ル
河
事
件
で
は
、
渡
し
守
が
渡
河
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
船
を
出
す
の
を
拒
否
し
て
お
り
、
結
果
回
避
措
置
を
尽
く
し
て
も
結
果

５７の
発
生
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
結
果
を
回
避
で
き
る
と
い
う
信
頼
は
な
か
っ
た
と
す
る
（Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
58

               
        
）。

（
　
）　Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
56f.

               
          
　
ツ
ァ
ツ
ィ
ッ
ク
は
、
麻
薬
事
犯
に
つ
い
て
、
麻
薬
法
二
九
条
一
項
一
号
が
麻
薬
の
交
付
を
禁
止
し
た
趣
旨
は
、

５８
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被
害
者
を
生
命
・
身
体
の
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
被
害
者
は
自
己
危
殆
化
を
行

う
余
地
が
な
い
こ
と
を
法
的
に
信
頼
で
き
る
の
で
、
他
者
危
殆
化
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
麻
薬
摂
取
の
た
め
に
注
射
器
を
交
付
す

る
行
為
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
（Zaczyk,

a.
a.
O
.,
S.
60f.

               
          
）。
し
か
し
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
五
六
頁
注
一

一
四
で
は
、
被
害
者
が
違
法
行
為
を
現
認
し
な
が
ら
、
な
お
こ
う
し
た
信
頼
が
あ
る
と
い
え
る
か
が
疑
わ
し
い
と
さ
れ
る
。

（
　
）　
泉
二
新
熊
・
日
本
刑
法
論
（
第
二
四
版
、
大
正
七
年
）
三
一
一
頁
以
下
、
宮
本
英
脩
・
刑
法
大
綱
（
昭
和
一
〇
年
）
九
〇
頁
、
牧
野
英
一
・

５９刑
法
総
論
（
昭
和
一
五
年
）
二
四
八
頁
。
勝
本
勘
三
郎
・
刑
法
要
論
総
則
（
大
正
二
年
）
二
二
七
頁
以
下
の
み
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ス
ポ
ー

ツ
行
為
に
対
す
る
被
害
者
の
同
意
を
要
求
す
る
。

（
　
）　
大
場
茂
馬
・
刑
法
総
論
・
下
巻
（
大
正
六
年
）
五
四
五
頁
以
下
。

６０
（
　
）　
大
場
・
前
掲
総
論
・
下
巻
五
四
五
頁
以
下
、
宮
本
・
前
掲
大
綱
一
〇
二
頁
以
下
、
牧
野
・
前
掲
総
論
二
五
三
頁
以
下
。

６１
（
　
）　
木
村
・
前
掲
書
三
〇
五
頁
以
下
。

６２
（
　
）　
木
村
・
前
掲
書
三
三
六
頁
以
下
。
ま
た
、
木
村
博
士
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
同
意
に
基
づ
く
行
為
は
三
五
条
の
正
当
行
為
に
あ
た
る
と
い

６３う
。

（
　
）　
大
場
・
前
掲
総
論
・
下
巻
五
四
七
頁
、
小
野
清
一
郎
・
新
訂
刑
法
講
義
総
論
（
昭
和
二
三
年
）
一
三
三
頁
な
ど
参
照
。

６４
（
　
）　
木
村
博
士
の
見
解
を
嚆
矢
と
し
て
、
過
失
犯
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
故
意
犯
の
議
論
と
比
較
す
る
な
ら
ば
付
随
的

６５な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（
宮
内
裕
・
刑
事
法
講
座
第
一
巻
［
昭
和
二
七
年
］
二
一
七
頁
以
下
、
福
田
平
「
正
当
行
為
」
団
藤
重
光
編
・
注

釈
刑
法
（
二
）
の
Ⅰ
［
昭
和
四
三
年
］
一
一
〇
頁
以
下
）。

（
　
）　
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
昭
和
五
〇
年
）
二
五
六
頁
。
も
っ
と
も
、
過
失
傷
害
に
加
え
て
過
失
致
死
で
も
同
一
視
で
き
る
の
か
、
ま
た
、

６６ど
の
よ
う
な
要
件
で
結
果
の
同
意
を
認
め
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
　
）　
山
中
・
前
掲
平
場
還
暦
三
三
二
頁
以
下
。

６７
（
　
）　
山
中
・
前
掲
平
場
還
暦
三
四
三
頁
以
下
。
山
中
教
授
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
自
ら
危
険
に
立
ち
入
っ
た
こ
と
か
ら
安

６８易
に
同
意
が
認
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
認
識
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
意
思
的
要
素
に
つ
い
て
も
、
厳
密
に
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
　
）　
た
と
え
ば
、
須
之
内
克
彦
・
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
（
平
成
一
六
年
）
六
二
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
刑
法
に
お
け
る
『
自
己
決
定
』

６９に
関
す
る
一
考
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
三
巻
二
号
［
昭
和
五
二
年
］
七
三
頁
以
下
）、
曽
根
威
彦
・
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
（
昭
和
五
五
年
）
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一
四
九
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
医
事
法
領
域
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
は
、
唄
孝
一
・
医
事
法
学
へ
の
歩
み
（
昭
和
四
五
年
）
三

頁
以
下
、
町
野
朔
・
患
者
の
自
己
決
定
権
と
法
（
昭
和
六
一
年
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
　
）　
わ
が
国
で
は
、
刑
法
二
〇
二
条
が
生
命
の
放
棄
を
禁
止
し
た
と
し
て
、
同
意
に
よ
る
正
当
化
を
認
め
な
い
見
解
が
あ
る
（
山
口
・
前
掲
研

７０修
五
九
九
号
四
頁
）。
し
か
し
、
過
失
致
死
傷
罪
で
は
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
っ
て
正
当
化
を
阻
む
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
（
佐
久
間
・
事

例
解
説
現
代
社
会
と
刑
法
［
平
成
一
二
年
］
一
〇
三
頁
）。
ま
た
、
行
為
後
に
偶
然
に
生
じ
た
結
果
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
同
意
の
有

効
性
が
左
右
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
的
安
定
性
に
欠
け
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
の
差
異
は
、
注
意
義
務
の
具
体
的
内
容
に
解
消
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
林
幹
人
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
、
平
成
二
〇
年
）
一
七
六
頁
も
参
照
。

（
　
）　
山
口
・
前
掲
研
修
五
九
九
号
七
頁
、
同
・「『
危
険
の
引
受
け
』
論
再
考
」
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
開
（
齋
藤
誠
二
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
、

７１平
成
一
五
年
）
九
六
頁
以
下
。

（
　
）　
井
田
・
前
掲
刑
法
の
争
点
（
第
三
版
）
七
九
頁
参
照
。

７２
（
　
）　
山
口
・
前
掲
齋
藤
古
稀
九
六
頁
以
下
。
な
お
、
山
口
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
、
平
成
一
九
年
）
一
七
〇
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
の

７３成
立
要
件
で
あ
る
注
意
義
務
違
反
が
否
定
さ
れ
る
と
の
記
述
も
み
ら
れ
る
。

（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
三
四
八
頁
。
危
険
の
引
受
け
事
例
で
は
、
危
険
な
行
為
か
ら
侵
害
結
果
が
発
生
し
て
い
る
た
め
、
被
害
者
の
同
意
が
問
題

７４と
な
る
侵
害
行
為
と
区
別
す
る
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
　
）　
な
お
、
林
・
前
掲
総
論
一
七
四
頁
参
照
。

７５
（
　
）　
林
・
前
掲
総
論
一
五
九
頁
以
下
、
一
六
七
頁
、
一
七
一
頁
以
下
。
林
教
授
は
、
被
害
者
の
同
意
が
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
と
い
う
立

７６場
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
本
款
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
（
林
・
前
掲
総
論
一
六
〇
頁
）。

（
　
）　
林
・
前
掲
総
論
一
七
四
頁
以
下
。
ま
た
、
準
同
意
説
を
支
持
す
る
見
解
と
し
て
、
西
田
典
之
・
刑
法
総
論
（
平
成
一
八
年
）
一
七
五
頁
以

７７下
。

（
　
）　
山
口
・
前
掲
齋
藤
古
稀
九
三
頁
以
下
。

７８
（
　
）　
山
口
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
一
種
の
形
式
論
理
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
（
山
口
・
前
掲
齋
藤
古
稀
九
三
頁
）。
た
し
か
に
、
結
果
を

７９意
欲
し
た
場
合
と
危
険
に
同
意
し
た
場
合
で
実
際
上
の
違
い
は
あ
る
が
、
蓋
然
性
説
を
と
る
林
教
授
の
立
場
か
ら
は
、
認
識
さ
れ
た
危
険
性
の

程
度
に
よ
っ
て
被
害
者
の
同
意
が
左
右
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
　
）　
林
・
前
掲
総
論
一
七
五
頁
。
林
教
授
は
、
故
意
を
認
め
る
た
め
に
は
、
許
さ
れ
な
い
程
度
に
危
険
な
行
為
の
認
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

８０と
さ
れ
る
（
林
・
前
掲
総
論
二
四
四
頁
）。

（
　
）　
井
田
・
前
掲
刑
法
の
争
点
（
第
三
版
）
七
八
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
個
人
の
自
己
決
定
権
は
、
必
ず
し
も
、
社
会
的
な
有
用
性
な
い
し
積

８１極
的
な
プ
ラ
ス
の
価
値
を
も
つ
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。

（
　
）　
た
と
え
ば
、
危
険
を
伴
う
手
術
に
お
け
る
医
師
の
説
明
義
務
は
、
単
に
医
学
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
必
要
な
の
で
な
く
、
被
害
者
が
危
険
を

８２正
確
に
認
識
し
て
手
術
を
受
け
る
自
己
決
定
の
前
提
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
（
町
野
・
前
掲
書
二
三
五
頁
以
下
、
武
藤
眞
朗
「
医
師
の
説
明

義
務
と
患
者
の
承
諾

─
『
仮
定
的
承
諾
』
序
説

─
」
東
洋
法
学
四
九
巻
二
号
［
平
成
一
八
年
］
一
八
頁
以
下
な
ど
参
照
）。

（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
二
七
〇
頁
以
下
。

８３
（
　
）　
井
田
・
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
（
平
成
一
七
年
）
一
九
二
頁
。

８４
（
　
）　
井
田
・
前
掲
刑
法
の
争
点
（
第
三
版
）
七
九
頁
、
同
・
前
掲
講
義
刑
法
学
・
総
論
三
四
三
頁
以
下
。
事
前
的
な
結
果
発
生
の
可
能
性
を
検
討

８５す
る
立
場
か
ら
は
、
危
険
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
な
行
為
す
べ
て
を
制
限
し
た
場
合
、
自
己
決
定
権
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘

さ
れ
る
。

（
　
）　
な
お
、
井
田
・
講
義
刑
法
学
・
総
論
（
平
成
二
〇
年
）
三
四
〇
頁
。

８６
（
　
）　
奥
村
正
雄
「
被
害
者
に
よ
る
『
危
険
の
引
き
受
け
』
と
過
失
犯
の
成
否
」
清
和
法
学
研
究
第
六
巻
第
一
号
（
平
成
一
一
年
）
一
〇
五
頁
、

８７十
河
太
朗
「
危
険
の
引
受
け
と
過
失
犯
の
成
否
」
同
志
社
法
学
五
〇
巻
三
号
（
平
成
一
一
年
）
三
五
三
頁
以
下
。

（
　
）　
奥
村
・
前
掲
論
文
一
一
五
頁
。
わ
が
国
で
は
、
被
害
者
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
行
為
自
体
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
に
は
、
社
会
的
相
当

８８性
が
欠
け
る
と
し
て
正
当
化
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
危
険
の
引
受
け
論
で
も
、
こ
れ
を
適
用
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

大
塚
・
前
掲
書
四
二
一
頁
以
下
、
佐
久
間
・
刑
法
総
論
（
平
成
二
一
年
）
一
九
七
頁
以
下
、
二
〇
一
頁
以
下
。
最
決
昭
和
五
五
・
一
一
・
一
三

刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
。

（
　
）　
奥
村
・
前
掲
論
文
一
一
六
頁
。

８９
（
　
）　
林
・
前
掲
総
論
一
七
五
頁
、
塩
谷
・
前
掲
書
三
四
九
頁
以
下
。

９０
（
　
）　
塩
谷
「
被
害
者
の
危
険
引
受
け
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
四
五
巻
二
号
二
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
田
坂
晶
「
刑
法
に
お
け
る
治
療

９１行
為
の
正
当
化
」
同
志
社
法
学
五
八
巻
七
号
（
平
成
一
九
年
）
二
六
三
頁
以
下
は
、
社
会
的
相
当
性
説
の
立
場
か
ら
、
治
療
行
為
に
付
随
す
る
危
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険
を
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
り
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
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９２1987,
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塩
谷
・
前
掲
書
一
八
五
頁
。

（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
三
六
九
頁
以
下
。
被
害
者
の
自
己
答
責
性
論
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
書
七
〇
八
頁
以
下
、
松
宮
・
前
掲
渡
部
古
稀
五
二

９３七
頁
以
下
、
吉
田
敏
雄
「『
合
意
の
あ
る
他
者
危
殆
化
』
に
つ
い
て
」（
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
第
一
巻
、
平
成
一
〇
年
）
七
八
三

頁
以
下
、
増
田
豊
「
共
犯
の
規
範
構
造
と
不
法
の
人
格
性
の
理
論
」
法
律
論
叢
七
一
巻
六
号
（
平
成
一
一
年
）
一
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
　
）　
塩
谷
・
前
掲
書
二
四
二
頁
以
下
、
三
七
一
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
（
第
二
章
第

９４四
節
参
照
）。

（
　
）　
こ
の
「
自
己
答
責
能
力
」
は
、
刑
事
責
任
能
力
や
民
事
上
の
行
為
能
力
と
は
異
な
り
、
危
殆
化
さ
れ
る
法
益
の
種
類
や
結
果
発
生
の
可
能

９５性
の
程
度
に
つ
い
て
正
し
く
認
識
・
評
価
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
能
力
を
意
味
す
る
。

（
　
）　
な
お
、
塩
谷
教
授
は
、「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
の
事
例
に
お
い
て
、
被
害
者
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
る
た
め
に
は
、
利
用
者
の

９６「
支
配
性
」
や
「
危
険
性
」、
被
利
用
者
の
「
道
具
性
」
や
「
規
範
的
障
害
」
の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
慎
重
に
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
（
塩

谷
・
前
掲
書
二
四
三
頁
、
三
七
一
頁
以
下
）。
し
か
し
、
被
害
者
の
優
先
的
答
責
性
が
こ
の
二
つ
の
間
接
正
犯
構
造
の
差
異
を
基
礎
づ
け
る
と
し

て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
要
件
を
導
き
出
せ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
四
四

頁
以
下
参
照
。
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